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導入の背景と目的１



導入の背景と目的
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背 景

〇「地域の守り手」である建設業にお

いて、担い手確保が喫緊の課題

〇2024問題（時間外労働上限規制）へ

の対応

※令和6年4月1日施行の労働基準法改正に伴う

時間外労働の上限規制

目 的

〇建設工事における書類作成の効率

化・生産性向上

解決策の一つとして

情報共有システムを導入



自席から

発注者（工事担当課）

導入の背景と目的
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情報共有システムとは

建設工事の契約後に必要な受発注者間における書類（工事協議、材料の承認、施工

方法の確認など）のやり取りをWEB上で行う仕組み

情報共有システムのイメージ

情報共有システム提供事業者

インターネット上の
外部クラウドストレージ

現場・本社から

④決裁完了通知②書類の確
認

③システム上で決
裁

受注者（工事施工者）

①書類提出



導入の背景と目的
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情報共有システムの効果

〇移動時間の削減・現場管理の充実
〇印刷・製本時間の削減
〇検査準備の効率化

＜受注者＞

〇確認行為の効率化
〇書類管理の簡略化
〇成果品の省スペース保管

＜発注者＞

〇迅速な情報共有
〇打合せ回数や時間の削減
〇感染症拡大防止
〇書類の紛失防止

＜受発注者間双方＞



適用について２



適用について
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適用時期：令和８年４月末以降の入札公告から（少額工事は除く。）

種類 利用経費 適用範囲

土木工事

共通仮設費（技術管理費）の率計
上分に情報共有システムの利用経
費が含まれる。
※栃木県の積算基準に基づき適切
に計上

全ての工事

営繕工事
受注者負担

※栃木県の運用方針に合わせた取
扱い

受注者が利用を希望する工事
（選択制）



利用可能なシステム３



利用可能なシステム
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選定の基準

国交省の機能要件を満たす民間サービス（情報共有システム提供業者）の中から、

受発注者で協議して選定

【参考】令和8年3月時点で対応可能な業者

土木工事・・・・情報共有システム提供業者（国交省HPより）

営繕工事・・・・情報共有システム提供業者（国交省HPより）

https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/soukatsuichiran5-6C.pdf
https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/soukatsuichiran5-6C.pdf
https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/soukatsuichiran5-6C.pdf
https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/soukatsuichiran5-6C.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001897239.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001897239.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001897239.pdf
https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001897239.pdf
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４ システム利用について（準備編）



システム利用について（準備編）
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システムの選定と利用の協議STEP１

利用ユーザー確認STEP２

システム契約STEP３

事前協議チェックシートによる協議STEP４

工事請負契約を締結後のフロー



システム利用について（準備編）
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システムの選定と利用の協議STEP１

利用する情報共有システムは受注者が選定し、監督員の承諾を得る。
（営繕工事は、情報共有システムの利用を希望する場合に、協議する。）

協議の方法

受注者から発注者へ工事協議簿を提出し、協議する。

協議の内容（参考）

・（ベンダー名）の情報共有システムを利用したいので協議します。

・山間部での工事であり電波が届かない現場のため、情報共有システムを利用

しないでよろしいか協議します。（土木工事のみ）



システム利用について（準備編）
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利用ユーザー確認STEP２

情報共有システムを利用するユーザーの確認を行う。

確認方法

『発注者』が、利用ユーザー確認

書を作成し、『受注者』が利用ユ

ーザーを登録する。

・指定様式あり。

・監督職員などを登録する。

・検査員の登録は不要

・情報共有システムの契約前に、受

注者へ利用ユーザーを報告する。



システム利用について（準備編）
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システム契約STEP３

情報共有システムを契約する。

契約

受注者（元請業者） 情報共有システム提供業者

契約の方法

システムの利用契約は、受注者が直接、情報共有システム提供業者と締結する。



システム利用について（準備編）

17

事前協議チェックシートによる協議STEP４

情報共有システム（電子化）の対象とする工事資料について協議を行う。

協議方法

『受注者』が「情報共有システム事
前協議チェックシート」を作成し、
『発注者』と協議する。

・指定様式（土木用・営繕用）あり。

・現場着手日までに受発注者間の協議

により決定する。

土木工事用 営繕工事用



システム利用について（実施編）５



システム利用について（実施編）
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※機能の詳細や操作方法については、契約する情報共有システムの提供業者へ確

認してください。

※その他の機能の利用については、受発注者間で協議してください。

情報共有システムでできる主なこと

①書類の提出

②確認・決裁

③スケジュールの共有

④掲示板（受発注者間での連絡事項の共有など）

⑤電子納品



工事完了時の対応６



工事完了時の対応
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電子納品

・情報共有システムでやりとりした工事書類をCD-R又はDVD-Rにデータを格納す

る。（情報共有システムでやりとりした工事書類は、紙で印刷し納品する必要は

ない。）

・電子納品ガイドラインを参照すること。

検査の方法

・情報共有システムでやりとりした工事書類は、電子納品されたCD-R又はDVD-R

で検査を行う。

・紙で提出された書類は、今までどおり紙で検査を行う。



工事完了時の対応
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※工事成績評定の加点・減点は、那須塩原市独自の運用方法

土木工事の場合

システムの利用を未実施の場合は、主任監督員の評価項目「創意工夫」において

「-1点」の評価を行う。

営繕工事の場合

システムの利用を実施した場合は、主任監督員の評価項目「創意工夫」において

「1点」の評価を行う。

工事成績評定について



今後のスケジュール７



今後のスケジュール
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運用開始 令和８年４月末以降の入札公告

※適用工事となる場合は、特記仕様書に明示します。

適用工事 全ての工事（少額工事は除く。）

土木工事：全ての工事

営繕工事：受注者が利用を希望する工事（選択制）

実施要領 市HPに掲載（３月下旬ごろ）



質疑応答
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よくあるご質問と回答

Q.本説明会資料は、後日送付していただくことは可能ですか？

A.那須塩原市のホームページに掲載予定です。

Q.情報共有システムの使い方を教えてほしいです。

A.情報共有システムの提供業者の中には、個別に操作説明を実施してくれる業者

がいると聞いていますので、情報共有システムの提供業者に直接お問合せくだ

さい。
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